
答 申 第 ８ ８ 号
平成３１年４月２６日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門 殿

徳島県個人情報保護審査会

会 長 松 永 満 佐 子

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について（答申）

平成３１年４月１７日付け市第７３号で諮問のありましたこのことについて，

下記のとおり答申します。

記

個人情報の目的外の利用・提供制限の例外に関する事項（条例第７条第８号

関係）について

諮問された事項については，公益上の必要性があると認められます。



目的外の利用・提供制限の例外に関する事項（条例第７条第８号関係）

（個別事項）

プレミアム付商品券事業関係

番号 項 目 目的外利用・提供が認められる理由

１ 市区町村におけるプレミアム付商 ○プレミアム付商品券事業における商品券の購入対象

品券事業の実施のため，施設入所 者の要件の適用に当たり，施設入所等児童等につい

等児童等の氏名，性別，生年月 ては，保護者の扶養親族とみなされないほか，子育

日，入所等年月日，住所等に関す て対象児童に該当する場合は，当該子育て対象児童

る個人情報を関係市区町村に対 が子育て世帯分の購入対象者となる。また，当該児

し，提供する場合 童等は，施設等の所在地の市区町村の住民とみなさ

れることとなる。したがって，市区町村への情報提

供を県から行わなければ，取扱いが適正に行われな

いおそれがある。

〇このため，県が関係市区町村に対し，施設入所等児

童等に関する個人情報を提供することは，公益上の

必要性があると認められる。
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